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※期間中は、税務課 1階の窓口では申告の受付は行いません。 

土・日・祝日 

を除く 

                                                

令和６年度(令和５年分) 
 

 町県民税申告・所得税確定申告のお知らせ 
   
 

期間 令和６年 ２月１６日 （金） ～ ３月１５日 （金） 

時間 午前９時～午後４時        会場 小川町役場３階大会議室 
          
受付方法    

午前８時４０分から３階申告会場にて番号札を配布します。会場前にて順番にお待ちください。 

それ以降は、会場入口に置いてある番号札を順次お取りください。なお、事前配布は行いません。    
日程表   
２月    対象地区 ３月    対象地区 

１６日（金） 上横田・中爪・中爪グリーンヒル １日（金） 腰一・腰二・腰中 

１９日（月） 下横田・奈良梨・能増・高見・西古里 ４日（月） 青下二・青下田島・青下見田・青下畑ヶ中 

２０日（火） 前高谷・中高谷・高谷南・後伊 ５日（火） 古寺・増尾・ダイアパレス・青上 

２１日（水） 深田・上勝呂・下勝呂・木呂子 ６日（水） 飯田・池田・旭 

２２日（木） 原川・笠原・靭負・木部 ７日（木） 角山中・角山上・下里全区 

２６日（月） 腰上・みどりが丘一・二 ８日（金） 下小川一・二・三・ひばり台 

２７日（火） みどりが丘三・四・五・県営みどりが丘団地 １１日（月） 本一・本二・稲荷・神明・仲・ホーユウパレス 

２８日（水） 東小川１・２・３ １２日（火） 大塚一・二・三・四・コスモ小川町 

２９日（木） 東小川４・５・６ １３日（水） 春日・緑・幸・栄・錦・松若・大関・相生 

 

１４日（木） 指定日に来られなかった方 

１５日（金） 指定日に来られなかった方 
    
町県民税申告書は郵送での提出にご協力ください  
○申告書発送日：令和６年２月１日 

○発送対象者：前年に町県民税（住民税）申告書を提出された方。 

（収入なしの申告や、所得証明書等を発行する際に申告された方も含みます。） 

○提出方法 ：原則郵送で受け付けます。同封の返信用封筒に切手を貼り送付してください。 

○提 出 先 ：〒355-039２  小川町大字大塚５５  小川町役場 税務課 住民税担当 

○添付書類 ：収入、控除に関する書類は全て添付してください。控除証明書の確認ができない場合には、控除 

額に適用されませんのでご注意ください。なお、証明書・領収書の返却を希望される場合には、 

返却を希望する旨の書面及び切手を貼付した返信用封筒を同封してください。 

○町県民税申告書を提出予定の方で、申告用紙を送付希望の方は住民税担当宛てにご連絡ください。 

町ホームページにも申告書の様式を掲載していますので、ご利用ください。 

作成済みの確定申告書は東松山税務署へ 〒355-8604 東松山市箭弓町１-８-１４  

小川町役場で所得税の確定申告を受けられるのは 

この表の期間のみとなりますのでご注意ください。 
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申告が必要？ 確定申告・町県民税の申告     フローチャート 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判定結果 

.① 所得税の確定申告が必要です 所得税の確定申告書を提出すれば、町県民税の申告は必要ありません 

.② 町県民税の申告が必要です 
所得税が源泉徴収されていて、所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必

要です 

.③ 
確定申告・町県民税の申告は 

必要ありません 

所得税が源泉徴収されていて、申告により所得税の還付を受ける場合は、確

定申告が必要です 

.④ 
町県民税の申告が必要な場合 

があります 

原則申告は不要でも次のような方は町県民税の申告が必要です 

国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度加入者、児童手当受給世帯、

保育所入所世帯、自立支援医療制度利用者、在宅重度心身障害者手当受給

者、所得証明書等が必要な方 

④「収入なし」や④「非課税所得のみ」の方が町県民税の申告する場合には、 

町県民税申告書右下の備考欄に「収入なし」または「遺族年金のみ」などと記入してください。 

小川町に町県民税の申告をする 

必要はありません 

令和６年１月１日に住んでいた 

市区町村へ相談してください 

いいえ 

スタート 令和６年1月1日現在小川町に住んでいましたか？ 
 

収入なし 主に給与 主に公的年金 主に営業・農業・不動産 

給与収入が 2,000 

万円を超える 

年金収入が 400万円 

を超える 
所得金額が所得税の 

控除合計より大きい 
はい はい はい いいえ いいえ いいえ 

所得金額が所得税の 

控除合計より大きい 

勤務先は1か所だけで 

年末調整をしている 
（複数あっても年末調整で合算 

している場合は「はい」へ） 

い
い
え 

年金以外の 

所得がある 

扶養や医療費などの 

控除の追加がある 
いいえ 

年金以外の所得が 

20万円を超える 

はい はい いいえ 

はい いいえ 

扶養や医療費などの

控除の追加がある 給与以外の所得がある 

勤務先から小川町に「給与支

払報告書」が提出されている

（不明な場合は会社に確認してくだ

さい） 

 

給与以外の所得が 

20万円を超える 

非課税所得のみ（遺族年金、障害年金、失業給付金など） 

はい 

令和５年中（令和５年1月1日～12月31日）にどのような収入がありましたか？ 
 

.① 

.④ 

.④ 

.① .① .② 

.① 

.② 
.① .② 

.② .③ 

.③ .② .② 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

いいえ 

.① 

いいえ 

※フローチャートは一般的な例を示しています。 

い
い
え 

公的年金収入のみで(源泉徴収税額が０円の場合) 

下記の方は、申告不要です。 

令和６年１月１日に年齢が、 

・６５歳以上で公的年金収入が１４８万円未満の方 

・６５歳未満で公的年金収入が ９８万円未満の方 
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医療費控除を申告される方への注意点 
 
 
 

「医療費控除の明細書」の作成・添付 が必要です。※必ず作成してお越しください。 
○領収書の添付は不要ですが、税務署から記載内容の確認を求められる場合がありますので、領収書は５年

間保存する必要があります。 

○健康保険組合等が発行する医療費通知（医療費のお知らせ等）の原本を添付すると、明細書の記入を一部

省略できます。その場合、医療費通知の返却はできないためご注意ください。 

○必要な医師等が発行した証明書（おむつ使用証明書、在宅介護費用証明書など）も必要です。 

○健康保険の高額療養費や、生命保険の入院援助金等で補填された金額がある場合は、支払医療費から補

填された金額を差し引く必要があります。 

○通常の医療費控除と、医療費控除の特例（ｾﾙﾌﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ税制）のどちらか一方を選択してください。 

※医療費控除の詳細は、東松山税務署もしくは国税庁ホームページ等でご確認ください。 

 

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した方への注意点 
 
 
 

ふるさと納税ワンストップ特例制度申請後に、確定申告（住民税申告を含む）をする場合は、ふるさ

と納税の寄附金を合わせて申告する必要があります。なお、６団体以上にワンストップ特例を申請した

場合は、特例が適用されませんのでご注意ください。 

 

上場株式等配当（譲渡）所得の申告をされる方への注意点 
 
 
 

 

令和 6 年度（令和 5 年分）の申告から、

上場株式等に係る配当所得等や譲渡所得

等において、所得税と町・県民税とで異な

る課税方式を選択することができなくな

りました。そのため、所得税で上場株式等

に係る配当所得等や譲渡所得等を申告す

ると、配偶者控除や扶養控除などの判定、

国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、

介護保険料などの算定に影響が出る場合

があります。 

 

国外居住親族を扶養する方への注意点 
 

令和６年度（令和５年分）の申告から、日本国外に居住する３０歳以上７０歳未満の親族のうち、次のいずれ

にも該当しない方は扶養控除等の適用及び町県民税の非課税限度額の適用対象外となります。 

１.留学により非居住者となった方 ２.障害者 ３.扶養控除を申告する納税義務者から前年における生活費

又は教育費に充てるための支払いを３８万円以上受けている。 

 
小川町役場で受付できない方 

 
 
 

○青色申告の方 ○死亡した納税義務者の申告（準確定申告）をする方 

○土地や建物、株式等を売った方や損失申告をする方 〇退職所得の申告をする方 

〇初めて住宅借入金等特別控除を受ける方 

〇２年目以降住宅借入金等特別控除を受ける方で、取得時の消費税率が分かる書類がない方 

○事業所得等のある方で、収支内訳書を作成していない方や作成の仕方が分からない方 

○雑損控除（災害、盗難又は横領等の損害が対象）を受ける方  

○確定申告の更正（過年分の申告の訂正）をする方 〇税務署やｅ—Ｔａｘで申告をした方の訂正申告 

４ページ東松山税務署からのお知らせをご覧ください。 

申告する人 合計所得金額 受けられなくなる控除 

本人 1,000 万円超 ➡ 配偶者控除・配偶者特別控除 

扶 養 家 族 ( 主

婦・主夫・学生・

親など) 

48万円超 ➡ 
(扶養している人の) 

配偶者控除・扶養控除 

133万円超 ➡ 
(扶養している人の) 

配偶者特別控除 

★保険料等上が

る可能性のある

もの 

国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医

療保険の負担割合、保育園の保育料など 
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申告に必要な主なもの 
 
 

□申告書 （役場で確定申告を受ける場合は不要） 

□個人番号確認書類 （マイナンバーカード、通知カード等…扶養親族や事業専従者の方の分も必要です） 

□本人確認書類   （マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、障害者手帳等） 

□税務署から送付された申告関係書類：お知らせハガキ、プレ印字申告書、ID・パスワード、納付書等 

【収入金額の内容が分かるもの】 

□給与・公的年金の源泉徴収票 

（アルバイト等少額の給与や企業年金連合会等の少額の公的年金の源泉徴収票も持参してください。） 

□支払調書等 

（報酬を得るためにかかった経費があればまとめてきてください。) 

□収支内訳書（事業所得や太陽光発電売電収入等がある方の場合） ※必ず作成してお越しください 

【医療費控除を申告する方】 

□医療費控除の明細書 ※必ず作成してお越しください 

（支払った医療費と補填された金額（高額療養費や入院費給付金等）を集計し、明細書を作成してください。） 

【社会保険・生命保険・地震保険料（旧長期損害保険料）控除を申告する方】 

□支払った各種控除証明書または領収書 

【障害者控除を申告する方】 

□対象者の障害者手帳や特別障害認定通知書 

（特別障害認定通知書については介護保険担当（パトリアおがわ 74-2323）へ事前に確認をお願いします。） 

【寄附金控除を申告する方】 

□寄附した団体等から交付された寄附金の受領証または寄附金控除に関する証明書 

【その他】 

□確定申告で所得税が還付になる方は、通帳等の振込先口座（申告者の名義のもの）が分かるもの 

 

東松山税務署からのお知らせ 
 

〇確定申告は、ご自宅からのスマホ・パソコンで利用できるｅ-Ｔａｘ・スマホ申告が便利です。 

確定申告会場に出向かずに、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を用いて、ご自宅から確定

申告ができますので、ぜひｅ-Ｔａｘをご利用ください。 

〇会場・期間・時間 

会場 東松山市民文化センター （所在地：東松山市六軒町５番地２） 

期間 令和６年２月１６日（金） ～ ３月１５日（金） （土、日及び祝日を除く） 

時間 相談受付：午前９時 ～ 午後４時 

※入場には、当日配付または国税庁 LINE公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。 

（配布状況により相談受付を終了する場合がありますので、入場整理券の事前発行をおすすめします。） 

※東松山市民文化センターでの記載済申告書の提出はできません。記載済申告書に収受が必要な方は、東松

山税務署庁舎へお越しください。 

※上記期間は、東松山税務署庁舎では、申告相談及びＩＤ・パスワードの発行を行っておりません。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては記載内容が変更になる場合があります。ご了承ください。 

問合せ 

小川町役場税務課 住民税担当               国税相談専用ダイヤル 
〒３５５-０３９２小川町大字大塚５５            ０５７０‐００‐５９０１ 

０４９３‐７２‐１２２１（内線 131～133）  （自動音声案内「０」を選択） 

開庁時間 午前 8時 30分～午後 5時 15分        受付時間 午前 8時 30分～午後 5時 00分 

 


